
○釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 

平成１７年１０月１１日 

釧路市条例第２２号 

改正 令和２年３月２４日条例第２号 

（趣旨） 

第１条 本市が設置する地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４４条第１項に規定する公の施設（以下「施設」という。）に係る指定管理者

（法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）の指定の手続

等については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるとこ

ろによる。 

（指定管理者による管理） 

第２条 市長、教育委員会又は公営企業管理者（以下「市長等」という。）は、その管

理する施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、施設の

管理に関する次に掲げる業務を行わせるため、法第２４４条の２第３項の規定によ

り、指定管理者を指定するものとする。 

（１） 施設の使用の承認又は許可に関する業務 

（２） 施設の設置の目的を達成するための事業の実施に関する業務 

（３） 施設の使用料の徴収又は施設の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）の収受に関する業務 

（４） 施設及び設備の維持管理に関する業務 

（５） その他市長等が定める業務 

（募集） 

第３条 市長等は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、公募又は指名

による方法により、指定管理者の指定を受けようとするものを募集するものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第４条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書に事業計画書その他の

規則で定める書類を添付して市長等に提出しなければならない。 

（指定管理者の選定方法及び選考基準） 

第５条 市長等は、前条の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮し



て、施設の管理を行うに当たり最も適していると認めたものを議会の議決を経て、指

定管理者として指定する。 

２ 前項の規定による審査は、次に掲げる選考の基準により行うものとする。 

（１） 施設の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。 

（２） 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の

縮減が図られるものであること。 

（３） 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模

及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。 

（４） その他市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準 

（指定管理者選定委員会） 

第５条の２ 市長等の諮問に応じ、指定管理者の候補団体の選定について審議するた

め、指定管理者に管理を行わせようとする１又は複数の施設ごとに指定管理者選定委

員会（以下「選定委員会」という。）を置く。 

２ 選定委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験を有する者、市の職員その他市長等が適当と認める者のうちから

市長等が委嘱し、又は任命する。 

４ 委員の任期は、前条第１項の規定による指定管理者の指定の日までとする。 

５ 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営について必要な事項は、別

に定める。 

（指定管理者の指定の議決事項） 

第６条 第５条第１項の議決に係る議案には、次に掲げる事項を明示するものとする。 

（１） 指定管理者に管理を行わせようとする施設の名称 

（２） 指定管理者に管理を行わせようとする業務の範囲 

（３） 指定管理者となるものの名称及び主たる事務所の所在地 

（４） 指定管理者の指定の期間 

（協定の締結） 

第７条 指定管理者となるものは、指定管理者の指定を受けるときは、規則で定める事

項について、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。 

（指定管理者の指定等の告示） 



第８条 市長等は、指定管理者の指定をしたとき、又は指定を取り消したとき、若しく

は期間を定めて施設の管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、

その旨を告示するものとする。告示した内容を変更するときも、同様とする。 

（変更の届出等） 

第９条 指定管理者は、第４条の規定により提出した書類の内容を変更しようとすると

きは、速やかに、その旨を市長等に届け出なければならない。 

２ 市長等は、前項の規定による内容の変更が指定管理者の実体そのものにかかわる重

要なものであるときは、当該指定管理者の指定について、再度議会の議決を経るもの

とする。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第１０条 指定管理者は、その管理を行う施設の設置及び管理に関する事項を定める条

例（以下「設置条例」という。）及びこれに基づく規則の規定に従い、施設の管理を

行わなければならない。 

（指定管理者の原状回復義務） 

第１１条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき（当該期間の満了後引き続き

指定管理者に指定されたときを除く。）、又はその指定を取り消され、若しくは期間を

定めて施設の管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その

管理をしなくなった施設及び設備を直ちに原状に復しなければならない。ただし、市

長等の承認を得たときは、この限りでない。 

（指定管理者への設置条例等の適用） 

第１２条 指定管理者が施設の管理に関する業務を行う場合においては、当該施設の設

置条例及びこれに基づく規則の規定のうち当該指定管理者が行う業務に係る規定の適

用については、当該規定中「市長」とあり、「教育委員会」とあり、又は「公営企業

管理者」とあるのは、「指定管理者」とする。 

（利用料金） 

第１３条 指定管理者にその管理する施設の利用料金を収入として収受させる場合にお

いて、当該施設の設置条例に利用料金に係る規定がないときは、当該施設の利用料金

は、当該設置条例に定める施設の種類又は区分に応じた使用料の額の範囲内におい

て、あらかじめ市長等の承認を得て指定管理者が定めるものとする。 



（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第２条から第９条まで及

び次項の規定は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに、合併前の釧路市公の施設に

係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年釧路市条例第２３号）又は

阿寒町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年阿寒町条例第

２６号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当

規定によりなされたものとみなす。 

附 則（令和２年３月２４日条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 


